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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボールであって、
　ａ．　第１の材料クラスの材料から成る主重量成分を有するブラダと、
　ｂ．　少なくとも１つの中間層であって、ブラダの外側に配置され、また、第１の材料
クラスの材料から成る主重量成分を有する、少なくとも１つの中間層と、
　ｃ．　少なくとも１つの外側層であって、少なくとも１つの中間層の外側に配置され、
また、第１の材料クラスの材料から成る主重量成分を有する、少なくとも１つの外側層と
、
を備え、
　少なくとも１つの中間層が複数のパネルから成り、かつ緩衝層として配置され、
　少なくとも１つの中間層が、不規則に配置された粒子を含む、
ボール。
【請求項２】
　第１の材料クラスが、熱可塑性ウレタン、ＴＰＵ、ポリ塩化ビニル、ＰＶＣ、ポリエチ
レン、ＰＥ、ポリアミド、ＰＡ、またはポリプロピレン、ＰＰのうちの１つである、請求
項１に記載のボール。
【請求項３】
　第１の材料クラスの材料から成る主重量成分が、前記ブラダ、前記中間層、及び外側層
の各々における第１の材料クラスの材料の主重量成分の５０％超である、請求項１又は２
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に記載のボール。
【請求項４】
　不規則に配置された粒子が、発泡材料を含む、請求項３に記載のボール。
【請求項５】
　発泡材料の粒子が、発泡熱可塑性ウレタンを含む、請求項４に記載のボール。
【請求項６】
　少なくとも１つの中間層が、ＴＰＵヤーンで作製される、請求項１から３のいずれか一
項に記載のボール。
【請求項７】
　少なくとも１つの保護層をさらに備え、少なくとも１つの保護層が、ブラダと少なくと
も１つの中間層との間に配置され、また、少なくとも１つの保護層が、第１の材料クラス
の材料で作製される、請求項１から６のいずれか一項に記載のボール。
【請求項８】
　少なくとも１つの保護層が、複数の部品から成る、請求項７に記載のボール。
【請求項９】
　少なくとも１つの保護層が、不織布を含む、請求項４または５に記載のボール。
【請求項１０】
　少なくとも１つの外側層が、フォイルとして配置される、請求項１から９のいずれか一
項に記載のボール。
【請求項１１】
　ブラダが、ＴＰＵ繊維による繊維強化ＴＰＵ母材を含む、請求項１から１０のいずれか
一項に記載のボール。
【請求項１２】
　ブラダが、格子構造として配置され、格子構造が、径方向に延びる要素を含む複数の格
子セルを備える、請求項１から１１のいずれか一項に記載のボール。
【請求項１３】
　前記ブラダ、前記中間層、及び外側層のための第１の材料クラスが、ＰＶＣまたはポリ
エチレンである、請求項１または４から７のいずれか一項に記載のボール。
【請求項１４】
　第１の基材をさらに含み、第１の基材が、ブラダ、少なくとも１つの中間層、および外
側層のためにリサイクルされるように構成され、これにより、別のブラダ、少なくとも１
つの中間層、および／または外側層を製造するための第１の基材として使用可能である、
請求項１から１３のいずれか一項に記載のボール。
【請求項１５】
　第１の基材をさらに含み、第１の基材が、請求項１から１４のいずれか一項に記載の別
のボールからリサイクルされた部品を含む、請求項１から１４のいずれか一項に記載のボ
ール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボール、特にフットボールと、ボールの製造およびリサイクルのための方法
とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ボール、特にフットボールは一般に、ブラダ、緩衝のための層、および外側層などの、
いくつかの層を含む。ブラダは通常、弁を通じて膨張させることができるが、緩衝層は主
に、ボールが蹴られたときまたは弾むときに衝撃力を和らげる働きをする。緩衝層はまた
、ボールの反発性（rebound property）への影響を有する。外側層は、一方では下に位置
する層を保護する働きをし、他方ではグラフィック要素などの意匠特徴をボールに提供す
る働きをする。
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【０００３】
　上記のようなボールを得るために、それぞれの構成要素は、通常、異なる材料で作製さ
れる。次いで、前述の構成要素は、適切な方法で、例えば、縫製、接着、または溶接によ
って、接合される。
【０００４】
　米国特許第５，５８０，０４９号明細書は、内側の膨張式ブラダ、ブラダの外側のカバ
ー、およびブラダとカバーとの間のライナを含むボール（例えば、サッカーボール）を説
明している。ブラダは、通常、ゴムまたはラテックスで構成され得るが、ポリウレタンで
構成される場合もある。ライナはＰＶＣヤーンで作製され得るが、カバーはポリウレタン
を含む。各構成要素は、縫合され得る。
【０００５】
　米国特許第８，７７７，７８７（Ｂ２）号明細書は、いくつかの層、すなわち、ブラダ
、中間層、およびカバーを含む、ボールに関する。カバーのための材料は、例えば、皮革
またはポリウレタンであり得るが、ポリ塩化ビニルの場合もあり得る。中間層には、ポリ
マーフォーム材料が使用されるべきである。ブラダは、ゴムまたはラテックス材料で構成
され得る。
【０００６】
　さらに、同じくボールについて説明している米国特許第７，６９９，７２６（Ｂ２）号
明細書を参照する。ボールは、カバー、フォーム層、ラテックス層、織物層、およびブラ
ダを含む。カバーのための材料として、例えば、皮革、ポリウレタン、またはポリ塩化ビ
ニルが挙げられる。フォーム層は、ポリオレフィンフォームを含むことができ、ブラダは
、ゴムまたはポリウレタンを含むことができる。次いで、それぞれの構成要素は、互いに
接合される。
【０００７】
　しかし、ボールのそれぞれの構成要素、または対応する材料の製造は、驚くべき量のエ
ネルギー（例えば、電気、熱、等）を必要とし、それにより、相当な温室効果ガス排出が
もたらされる。そのことは別として、既知の方法でボールを製造するために、環境へのさ
らなる負担となる接着剤が使用される。さらに、ボールの寿命の終わり（例えば、過度の
変形または材料の疲労によりボールが壊れたとき）にボールを確実に分解するために、か
なりの努力が必要である。この点に関して、環境的側面の下でのそれぞれの構成要素また
は材料の処分を最適化するために、それらに対して特段の注意が払われるべきである。こ
のことに対して、また、ボールを分解するために、エネルギーが必要とされる。このこと
も先と同様に、温室効果ガス排出をもたらす。しかしそれでもなお、他方では多くのボー
ルが、ゴミ集積場または廃棄物焼却場に行き着く。これまで、この深刻化する問題に対し
てあまりにも注意が払われなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第５，５８０，０４９号明細書
【特許文献２】米国特許第８，７７７，７８７（Ｂ２）号明細書
【特許文献３】米国特許第７，６９９，７２６（Ｂ２）号明細書
【特許文献４】独国特許出願公開第１０２０１５２０９７９７．８号明細書
【特許文献５】独国特許出願公開第１０２０１５２０９７９５．１号明細書
【特許文献６】独国特許出願公開第１０２０１５２０９８００．１号明細書
【特許文献７】独国特許出願公開第１０２０１５２０９８１１．７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、ボールのライフサイクル中の資源消費および温室効果ガス排出を制限する
ための手法を提供することが、本発明の根本的な目的と見なされ得る。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この問題は、請求項１に記載のボール、特にフットボールにより、少なくとも部分的に
解決される。請求項１では、ボールはブラダを備え、このブラダは、主重量成分（majori
ty weight component）の第１の材料クラスの材料を有する。ボールは、少なくとも１つ
の中間層をさらに備え、少なくとも１つの中間層は、ブラダの外側に配置され、また、少
なくとも１つの中間層は、主重量成分の第１の材料クラスの材料を有する。ボールは、少
なくとも１つの外側層をさらに備え、少なくとも１つの外側層は、少なくとも１つの中間
層の外側に配置され、また、少なくとも１つの外側層は、主重量成分の第１の材料クラス
の材料を有する。
【００１１】
　それぞれの主重量成分－さらには、それぞれの重量全体－が同じ材料クラスの材料で作
製されているいくつかの層をボールに提供することにより、材料をボールから容易に回収
することができ、それにより、個々の構成要素を分離および／または分類するための努力
が著しく減少される。例えば、ボールは、単一のリサイクルステップにおいて処理され得
る。したがって、本発明によるボールは、いくつかの層を含むボール全体が単一の材料ク
ラスの材料で作製されている場合は特に、使用されたボールのリサイクルを大幅に単純化
することができる。ボールの異なる層に対して同じ材料クラスの材料を使用して、専門的
なものも含めてあらゆる要求に適合する優れた品質のボールを提供することは、そのよう
なボールを製造するために必要とされる様々な特性（例えば、形状復元性、弾性、防湿性
（moisture repellence）、飛行挙動、反発性、外観、等）を提供するために異なる（物
理的および化学的）形態（例えば、ヤーン、フォイル、フォーム、粒子、等）の同じ材料
クラスの材料（例えば、熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、またはポリエチレン）
を使用することができるという知識によって、可能とされる。具体的には、ボールの全て
の構成要素に熱可塑性材料（例えば、熱可塑性ウレタン（ＴＰＵ））を使用することによ
り、使用後に容易かつ効率的にリサイクルでき、したがってエネルギー消費および温室効
果ガス排出の減少に貢献する、運動選手のための高品質のボールを製造することが可能に
なる。
【００１２】
　ボールが３つ未満の層を備え、使用される全ての層が、主重量成分の同じ材料クラスの
材料を有することも、可能である。例えば、これは、ブラダを有さないボールであり得る
。ボールが、ブラダおよびカバーで作製されるか、または構造化されたブラダおよびカバ
ーを備えることも、可能である。
【００１３】
　ブラダ、少なくとも１つの中間層、および少なくとも１つの外側層に同じ材料クラスの
材料を使用することにより、例えばエネルギーまたは熱を（例えば、溶接により）加える
ことによって容易に接合され得る親和性のある材料を使用することが可能である。１つの
実施形態では、２つの表面が融合するようにそれらを加熱するために、赤外線放射熱が使
用され得る。この方法では、接着剤を使用する必要がなく、それにより、環境への影響が
軽減される。さらに、例えば分子の化学結合により、層と層との間に（例えば、本発明に
よるボールの他の構成要素と同じ材料クラスに由来する接着剤によって）化学結合が作り
出され得る。
【００１４】
　ボールの２つの構成要素が、接着剤なしで、例えばエネルギーを加えることによって接
合され得ることも、考えられる。この方法では、さらなるボールを製造するために同一の
ベース材料を回収し再使用することができるので、多くのボールの世代に対して少なくと
も部分的に閉じた材料サイクルが確保され得る。リサイクル材料で作製されるボールの各
新しい世代に対して、普通なら分離または廃棄する場合に発生するであろうエネルギーま
たは温室効果ガス排出が削減され得る。従来のボールと比較すると、既存の構成要素が再
使用され得るので、さらにエネルギーが節約される。リサイクルおよび新しいボールを新



(5) JP 6442465 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

たに製造するために必要とされるエネルギーを考慮した場合でさえ、この方法で製造され
るボールによる環境への影響は、新たに製造された様々な構成要素で作製される従来のボ
ールの場合よりも相当に低い。
【００１５】
　少なくとも部分的に閉じた材料サイクルは、再使用されるベース材料を新規に製造され
た同じ材料クラスの材料と混合することも可能であることを意味する。この過程において
、再使用材料（「リサイクレート（recyclate）」とも呼ばれる）は、新規に製造され使
用された材料に加えられてもよい。例えば、新規に製造される材料の比率は、一貫した材
料特性を確保するために、１０％から５０％、または１５％から２０％の範囲内であり得
る。
【００１６】
　少なくとも１つの中間層が、緩衝層として配置され得る。少なくとも１つの緩衝層が設
けられる場合、空気膨張式であってもよい下に位置するブラダは、衝撃および他の潜在的
に有害な影響からより良く保護され得る。この方法では、ボールの寿命および安定性が著
しく向上され得る。
【００１７】
　さらに、少なくとも１つの中間層は、パネルで作製され得る。そのようなパネルを製造
するための例示的な方法が、独国特許出願公開第１０２０１５２０９７９７．８号明細書
で開示されている。中間層をパネルとして提供することにより、この方法では適切な手段
によっていくつかの部品が接合されるので、簡易な製造が可能になる。したがって、下に
位置する層の周りに個々の層を製造する必要はない。そのようにして実現された簡易な製
造により、より多くのエネルギーを節約することができる。
【００１８】
　ボールに使用される材料クラスは、熱可塑性ウレタン、ＴＰＵ、ポリ塩化ビニル、ＰＶ
Ｃ、ポリエチレン、ＰＥ、ポリアミド、ＰＡ、またはポリプロピレン、ＰＰのうちの１つ
であり得る。包括的試験によれば、ボールの様々な構成要素（すなわち、ブラダ、少なく
とも１つの中間層、および少なくとも１つの外側層）を製造するのに、述べられた材料ま
たは材料クラスが特に適していることが示された。この点に関して、熱可塑性ウレタンが
有利であると照明されたが、熱可塑性ウレタンは、どのように処理されるかに応じて、最
適に補完し合う多数の有利な特性を有する。
【００１９】
　さらに、主重量成分の第１の材料クラスの材料は、ボールのそれぞれの構成要素におけ
る第１の材料クラスの材料の重量成分の７０％超、または８０％超、または９０％超、ま
たは９５％超であることが規定されている。他の例では、ブラダ、少なくとも１つの中間
層、および／または少なくとも１つの外側層は、基本的に同じ材料クラスの材料で構成さ
れる。ここで、「基本的に」という用語は、この技術分野において一般的な公差の範囲内
で作用することが可能であることを意味する。
【００２０】
　少なくとも１つの中間層は、例えばいわゆるブースト技術（boost technology）に従っ
て不規則に配置された粒子を含み得る。さらに、不規則に配置される粒子が発泡材料を含
むことも考えられる。具体的には、発泡材料の粒子は、発泡熱可塑性ウレタン（ｅＴＰＵ
、expanded thermoplastic urethane）を含み得る。一例として、独国特許出願公開第１
０２０１５２０９７９５．１号明細書を参照する。述べられた粒子で緩衝層などの少なく
とも１つの中間層が作製される技術が、特に有利な特性を有する。例えば、それらの性質
により、不規則に配置される粒子が、特に良好なクッション性を持つボールをもたらし、
それにより、下に位置するブラダへの悪影響がある程度緩和され得る。さらに、ベース材
料のこの配置の特有の特性により、特に良好な反発性を得ることができる。
【００２１】
　さらに、少なくとも１つの中間層は、ＴＰＵヤーンで作製されてもよい。ヤーンを使用
することにより、簡易な方法でボールのための中間層を製造することが可能になる。ヤー
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ンは、下に位置する層に所望の形態で巻き付けられて、適切な方法によりその層に接合さ
れ得る。
【００２２】
　さらに、ボールは、少なくとも１つの保護層を備えることができ、少なくとも１つの保
護層は、ブラダと少なくとも１つの中間層との間に配置される。少なくとも１つの保護層
は、第１の材料クラスの材料で作製される。例えば、少なくとも１つの保護層は、熱可塑
性のベース材料で作製され得る。特別に設けられた保護層により、ボールの構成要素は、
衝撃力、熱、または湿気などの様々な外的影響から特に効果的に保護され得る。
【００２３】
　少なくとも１つの保護層は、複数の部品として設けられてもよい。例えば、個々の部品
は、多角形、具体的には菱形の要素であってもよい。この方法では、少数の個別的な構成
要素からボールを組み立てることが可能であり、それらの構成要素は、好ましくはリサイ
クルされるボールに由来し得る。
【００２４】
　少なくとも１つの保護層が不織布を含むことも可能である。不織材料により、ボールの
ブラダの保護がさらに向上され得る。したがって、ボールの全寿命が延長され、それによ
り環境への影響が軽減され得る。
【００２５】
　１つの実施形態では、少なくとも１つの外側層は、フォイルとして配置され得る。した
がって、外側層は、少なくとも１つの中間層およびブラダなどの下に位置する全ての層の
ための保護を提供する。とりわけ、フォイルは、下に位置する層を湿気から保護すること
ができるが、フォイルはまた、摩耗または他のタイプの損耗および裂傷に対する保護を提
供するように構成（例えば、強化）され得る。別法として、またはさらに、外側層は、例
えば、適切な着色顔料が加えられることにより、または意匠要素が印刷されることにより
、意匠機能を果たすこともできる。いかなる場合でも、外側層（または、フォイル）のた
めの材料は、簡易かつ環境に優しい再使用が保証されるように、他の層と同じ材料クラス
に由来する。
【００２６】
　ブラダはまた、ＴＰＵ繊維による繊維強化ＴＰＵ母材を含み得ることに留意されたい。
そのような材料を製造することの一例として、独国特許出願公開第１０２０１５２０９８
００．１号明細書を参照する。繊維強化母材として用意することにより、向上された安定
性がもたらされ、したがってブラダの寿命が延長され得る。ここでは、ベース材料は他の
層のための材料と同じであるので、この場合も同様に、ボールのこの構成要素の特に環境
に適合する再使用が可能とされる。本発明では、「ブラダ」という用語はまた、前述の独
国特許出願公開第１０２０１５２０９８００．１号明細書で説明されるように、ガス詰め
（例えば、弁を介する）により空気で満たされる必要のない３次元構造を含む。
【００２７】
　ボールはまた、格子構造として配置されるブラダを備えることができ、このブラダは、
径方向に延びる要素（以下、放射状に延在する要素ともいう）を含む複数の格子セルを備
える。このブラダを用意する態様はまた、特に寿命および再使用可能性に関して、ブラダ
の性質を向上させ得る。例えば、独国特許出願公開第１０２０１５２０９８１１．７号明
細書で開示されているような構造が使用されてもよい。
【００２８】
　ＴＰＵの代替品として、ボールの構成要素のための第１のベース材料は、ＰＶＣまたは
ポリエチレンであってもよい。例えば、エーテル系ＴＰＵおよびエステル系ＴＰＵの両方
を使用することが可能である。さらに、ポリプロピレン（ＰＰ）またはポリアミド（ＰＡ
）も、材料として考慮される。ＴＰＵと同様に、これらの材料は、ボールの様々な層また
はブラダを、それらが容易に再使用され得るように、製造することを可能にする。
【００２９】
　第１のベース材料は、別のブラダ、少なくとも１つの中間層、および／または外側層を
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製造するための第１のベース材料として使用可能であるように、ブラダ、少なくとも１つ
の中間層、および外側層のための統合リサイクル過程でリサイクルされるように構成され
ると、さらに有利である。本発明の重要な一態様は、別のボールを製造するためにボール
の少なくとも一部を再使用（リサイクル）することに関する。例えば、それらの構成要素
を新規に製造すること－これは、多量のエネルギー消費、資源消費、および温室効果ガス
排出を伴う－を回避することが可能である。さらに、ボールを分解する必要はない。ボー
ル全体が、ベース材料を回収するために、１つの統合リサイクル過程において処理され得
る。リサイクル材料は、別のボールのためのベース材料になり得るが、異なるスポーツ用
品（例えば、シューズまたはすね当て）のためのベース材料にもなり得る。基本的に、リ
サイクル材料は、任意の他のスポーツ用品を製造するためのベース材料にもなり得る。し
たがって、ボールが、本明細書で説明されるように以前に製造された別のボールからリサ
イクルされた部品を含み得る。
【００３０】
　本発明はまた、本明細書で説明される態様のうちの１つによるボールを製造するための
方法に関する。具体的には、製造するための方法は、別のボールをリサイクルすることを
含み得る。
【００３１】
　さらに、本発明はまた、本明細書で説明されるようなボールをリサイクルするための方
法に関する。
【００３２】
　本発明の別の態様によれば、ボールが、本明細書で説明されるように、消費者に提供さ
れ得る。ボールが消費者によって使用された後、例えばボールのライフサイクルの後、製
造業者はボールを引き取り得る。例えば、商店内、公園内、会場内、競技場内、またはス
ポーツイベントもしくは他の大きなイベント中に適切な返却ステーションが設けられても
よく、かつ／または、消費者は、ボールを製造業者に送り返す可能性を有する。次いで、
製造業者は、ボールからベース材料を回収して、新たなボールを製造するためにそのベー
ス材料の少なくとも一部を使用することができ、その新たなボールは、リサイクルされた
ベース材料を含む。上記ですでに説明したように、任意の（ボール以外の）スポーツ用品
、例えばシューズ、すね当て、等の製造にリサイクル材料を使用することも可能である。
様々な例によれば、使用したボールまたは物品をリサイクルのために製造業者に返却する
動機を消費者に与えるために、新規のボールに割引券または割引率が提供され得る。消費
者に定期的な（例えば、月々のまたは年々の）レンタル料が請求され、消費者が古いボー
ルを返却したときに新しいボールを受け取る、レンタルモデルを開発することも考えられ
る。新しいボールが提供される頻度は、ボールのタイプおよび／または使用者（例えば、
個人的な使用者またはスポーツクラブ）の使い方に依存し得る。この方法では、必要とさ
れる交換頻度は、スポーツクラブの場合よりも個人的な競技者の場合の方が少なくなり得
る。別の選択肢は、新規のボールのモデルが発売され次第消費者が交換品を受け取る、予
約申し込みモデルである。
【００３３】
　本発明の別の態様によれば、消費者は、スポーツをしたいと思う場所でスポーツ用品を
購入し得る。例えば、対応する自動販売機を運動場および／または公園に設置すること、
および／または販売場所を設けることにより、本発明による様々なボールを供給または提
供することが、有用であり得る。次いで消費者は、ボールを使用するために保証金を払う
ことができる。使用後、消費者は、ボールを返却して保証金を取り戻すことができる。別
の方法では、消費者は、別のスポーツ用品を購入または借りることに対して割引を受ける
こともできる。一定期間の後にボールがもはや使用に適さなくなり次第、製造業者は、ボ
ールをリサイクルするために必要なステップを直ちに開始して、古いボールの構成要素の
少なくとも一部を基にして新しいボールを製造することができる。この手法は、もはや使
用に適さないボールが、消費者の家に存在するのではなく製造業者の所に直接存在し、製
造業者は、必要になり次第本明細書で説明されるようにリサイクルを引き受けることがで
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きるので、特に有利である。この方法では、不必要なエネルギー消費もしくは温室効果ガ
ス排出をさらに回避または削減する、可能な限り効率的なリサイクル法が提供される。
【００３４】
　別の態様によれば、本発明によるボールに、マーカ、例えば無線自動識別（ＲＦＩＤ）
マーカまたは赤外線（ＩＲ）マーカが使用されてもよく、例えば、近赤外線（ＮＩＲ）マ
ーカが使用されてもよい。マーカは、ボールのベース材料がどのくらいの頻度で他のボー
ルにすでに存在していたかを示すことができる。この方法では、消費者は、ベース材料が
何回のライフサイクルをすでに経てきたかを直接知ることができる。さらに、マーカは、
消費者の予約購入状態を示すこともできる。これは、完全に自動化されたボールの返却お
よび交換を可能にするであろう。マーカは、ボール材料に組み込まれてその材料を複数の
他の材料から識別可能にすることもできる。例えば、ボールのヤーンまたは別の構成要素
にＩＲマーカを組み込むことが可能である。
【００３５】
　本明細書で説明される様々な態様は、ボール以外のスポーツ用品にも使用され得ること
に留意されたい。
【００３６】
　本発明の可能な実施形態が、以下の図面を参照しながら以下の詳細な説明で説明される
。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態によるボールの概略的な構造を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるボールの層の詳細な構造を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態によるボールの層の詳細な構造を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるボールの層の詳細な構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本発明のいくつかの可能な実施形態のみが以下に詳述されることに留意されたい。しか
し、特定の実施形態に関して説明された具体的詳細は、様々な態様で修正、発展、組み合
わせられ得るかまたは他の方法で変更もしくは省略され得ることを、当業者は認識するで
あろう。さらに、以下の態様のうちの様々なものが、上記の本発明の概要に記載の態様と
組み合わせられ得ることに留意されたい。
【００３９】
　最初に、図１は、ブラダ１０の一部を示す。１つの実施形態では、ブラダ１０は、ＴＰ
Ｕ繊維４０で強化されたＴＰＵ母材５０であり得る。適切な材料を製造する方法が、独国
特許出願公開第１０２０１５２０９８００．１号明細書で説明されている。そのような内
部材料で強化された繊維強化母材を基礎とするブラダ１０はまた、３次元的であると見な
され得る。３次元的な複合品、具体的にはボールのためのブラダ１０を製造するための対
応する方法は、以下の諸ステップ、すなわち、（ａ．）回転可能な型を用意するステップ
と、（ｂ．）型に第１の材料を充填するステップと、（ｃ．）型に第２の材料を充填する
ステップと、（ｄ．）型を動かすステップと、（ｅ．）製造される複合品内での第２の材
料の一様な分散を達成するために、先行するステップのうちの１つまたは幾つかを実行し
ている間に少なくとも１つの方法パラメータを適合させるステップと、を含むことができ
、第１および第２の材料のうちの少なくとも一方は、ポリマー材料である。この点におい
て、述べられた２つの材料のそれぞれは、同一のベース材料（例えば、ＴＰＵ、ＰＶＣ、
ＰＰ、ＰＡ、またはＰＥ）を基礎とするものである。
【００４０】
　充填ポリマー材料が熱可塑性材料（例えば、ＴＰＵ）である場合、充填材料は、加熱お
よび／または冷却されることが好ましい。前述の材料は、加熱されると溶融し、それによ
りキャリア材料または母体材料を形成する。第２の材料は、例えば繊維（例えば、ＴＰＵ
繊維）であってもよく、回転成形の後に第１のキャリア材料に組み込まれ、あるいは第１
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のキャリア材料の表面の広範囲にわたって付着する。
【００４１】
　別の実施形態では、ブラダ１０はまた、ＴＰＵ構造によって形成され得る。対応する製
造方法が、独国特許出願公開第１０２０１５２０９８１１．７号明細書で開示されている
。この点において、ブラダ１０が、複数のパネルを含む表面層、および、表面層の下で延
在する格子構造を備える。格子構造は、放射状に延在する要素を含む、複数の格子セルを
備える。少なくとも表面層に隣接して配置された格子セルは、パネルの平均直径よりも小
さい直径を少なくとも有する。このようにして、ブラダ１０またはボールは、膨張式のブ
ラダ１０と同様に、一様な弾性および安定性を備えることができる。したがって、そのよ
うにして製造されるブラダ１０は、従来の膨張式のブラダではなく、格子構造のものであ
る。そのようにして製造される構造は、ＴＰＵ、ＰＶＣ、ＰＰ、ＰＡまたはＰＥなどのベ
ース材料で作製され得る。
【００４２】
　さらに、図１に示された実施形態では、第１の中間層２０が配置される。中間層２０は
、緩衝層として配置され得る。１つの実施形態では、この緩衝層は、ＴＰＵフォームで作
製され得る。別の実施形態では、この緩衝層はまた、ＴＰＵヤーンで作製され得る。
【００４３】
　図２を参照すると、ＴＰＵ繊維で強化されたＴＰＵ母材をブラダ１００が含まない一実
施形態が説明されている。この実施形態では、ブラダ１００の上に中間層１２０が配置さ
れ得る。この中間層１２０は、保護層として配置され得る。１つの実施形態では、保護層
は、不織布で作製されてブラダ１００上に積層され得る。１つの実施形態では、不織布は
、菱形片（例えば、ブラダ１００のためのカバーとしての２つのストリップ層）で作製さ
れ得る。本明細書で説明されるように、ボールが、さらなる層として緩衝層１２５（例え
ば、ｅＴＰＵ、または本明細書で述べられる他の材料のもの）および外側層１３０を含み
得る。
【００４４】
　１つの実施形態では、緩衝層１２５および外側層１３０は、単一の層２３０に置き換え
られ得る。この場合、前述の単一の層は、一体的なフォームとして配置され得る。これは
、図３を参照して説明される。ここでは、ブラダ２００、および緩衝層２２０として配置
された層は、図２を参照して上記で説明されたように設けられる。しかし、図２とは異な
り、緩衝層１２５として配置される中間層、および外側層１３０は、一体的なフォーム２
３０に置き換えられている。前述の一体的なフォーム２３０は、１つの単一要素において
緩衝特性および耐摩耗性（abrasion protection）を提供する。
【００４５】
　１つの実施形態では、一体的なフォーム層はまた、複合ブラダ３００に組み合わせられ
得る。これはまた、図４に概略的に表されている。ここでは、一体的なフォームとして上
側に配置される層３３０が、複合ブラダ３００上に直接配置されている。本明細書で使用
されるような一体的なフォームは、例えば、いわゆる「ＭｕＣｅｌｌ法（MuCell procedu
re）」によって製造され得る。
【００４６】
　いずれの場合においても、緩衝層は、複数のパネルとして設けられ得る。そのようなパ
ネルを製造するための可能な方法が、例えば独国特許出願公開第１０２０１５２０９７９
７．８号明細書で開示されている。１つの実施形態では、パネルを製造するための方法は
、少なくとも１つの第１の型部分および１つの第２の型部分を有する型内に、外側および
内側を有するキャリア材料を用意するステップを含む。キャリア材料の外側上には、型内
でパネルの外側層が３次元的に成形される。加えて、キャリア材料の内側上には、少なく
とも第１の型部分を使用して、パネルの内側層が３次元的に成形される。この方法は、ボ
ールのための３次元成形パネルを最小数の製造ステップで製造することを可能にする。複
数の要素を別々に成形してからそれらの成形された要素を互いに付着させる必要はない。
【００４７】
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　パネルを一体的に製造することにより、この方法は、接合剤、接着剤、等を完全に不要
にすることができる。パネルの個々の層を継合するために、別個の接着剤が塗布される必
要はない。パネルの個々の層に使用される材料は、相互に親和性があり、いくつかの実例
によれば、熱エネルギーおよび／または力学的エネルギーだけによって継合され得る。さ
らに、使用される材料を化学反応によって継合することも可能である。使用される材料の
親和力により、接合が可能とされる。しかし、製造されるパネルにとって好都合であるな
らば、接着剤、接合剤、等が代わりに使用され得る。そのようなパネルを製造するために
は、例えば、ＴＰＵ、ＰＶＣ、またはＰＥが使用され得る。
【００４８】
　図１に示された実施形態では、外側層３０がさらに設けられる。前述の外側層３０は、
象嵌要素または装飾要素として配置され得る。外側層３０が保護層として配置される場合
、下にある全ての層は、湿気または熱などの環境の影響から効率的に保護され得るが、摩
耗からも効率的に保護され得る。さらに、外側層３０を使用することにより、下にある層
に色成分を提供しなくとも、ボールをデザインすることに対して多くの可能性が提供され
る。
【００４９】
　以下において、本発明の理解を促進するために、さらなる例を説明する。
【００５０】
　１．　ボール、特にフットボールであって、
　ａ．　主重量成分の第１の材料クラスの材料を有するブラダ（１０）と、
　ｂ．　少なくとも１つの中間層（２０）であって、ブラダ（１０）の外側に配置され、
また、主重量成分の第１の材料クラスの材料を有する、少なくとも１つの中間層（２０）
と、
　ｃ．　少なくとも１つの外側層（３０）であって、少なくとも１つの中間層（２０）の
外側に配置され、また、主重量成分の第１の材料クラスの材料を有する、少なくとも１つ
の外側層（３０）と、
を備える、ボール。
【００５１】
　２．　少なくとも１つの中間層（２０）が緩衝層として配置される、例１に記載のボー
ル。
【００５２】
　３．　少なくとも１つの中間層（２０）がパネルで作製される、例１または２に記載の
ボール。
【００５３】
　４．　第１の材料クラスが、熱可塑性ウレタン、ＴＰＵ、ポリ塩化ビニル、ＰＶＣ、ポ
リエチレン、ＰＥ、ポリアミド、ＰＡ、またはポリプロピレン、ＰＰのうちの１つである
、例１から３のいずれか一項に記載のボール。
【００５４】
　５．　主重量成分の第１の材料クラスの材料が、ボールのそれぞれの構成要素における
第１の材料クラスの材料の重量成分の５０％超、好ましくは７０％超、さらに好ましくは
８０％超、なおもさらに好ましくは９０％超、特に好ましくは９５％超である、例１から
４のいずれか一項に記載のボール。
【００５５】
　６．　少なくとも１つの中間層（２０）が、不規則に配置された粒子を含む、例１から
５のいずれか一項に記載のボール。
【００５６】
　７．　不規則に配置された粒子が、発泡材料を含む、例６に記載のボール。
【００５７】
　８．　発泡材料の粒子が、発泡熱可塑性ウレタンを含む、例７に記載のボール。
【００５８】
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　９．　少なくとも１つの中間層が、ＴＰＵヤーンで作製される、例１から５のいずれか
一項に記載のボール。
【００５９】
　１０．　少なくとも１つの保護層をさらに備え、少なくとも１つの保護層が、ブラダと
少なくとも１つの中間層（２０）との間に配置され、また、少なくとも１つの保護層が、
第１の材料クラスの材料で作製される、例１から９のいずれか一項に記載のボール。
【００６０】
　１１．　少なくとも１つの保護層が、複数の部品として設けられる、例１０に記載のボ
ール。
【００６１】
　１２．　少なくとも１つの保護層が、不織布を含む、例７または８に記載のボール。
【００６２】
　１３．　少なくとも１つの外側層（３０）が、フォイルとして配置される、例１から１
２のいずれか一項に記載のボール。
【００６３】
　１４．　ブラダ（１０）が、ＴＰＵ繊維による繊維強化ＴＰＵ母材を含む、例１から１
３のいずれか一項に記載のボール。
【００６４】
　１５．　ブラダ（１０）が、格子構造として配置され、格子構造が、放射状に延在する
要素を含む複数の格子セルを備える、例１から１４のいずれか一項に記載のボール。
【００６５】
　１６．　ボールの構成要素のための第１の材料クラスが、ＰＶＣまたはポリエチレンで
ある、例１から３または７から１０のいずれか一項に記載のボール。
【００６６】
　１７．　第１のベース材料をさらに含み、第１のベース材料が、別のブラダ（１０）、
少なくとも１つの中間層（２０）、および／または外側層を製造するための第１のベース
材料として使用可能であるように、ブラダ（１０）、少なくとも１つの中間層（２０）、
および外側層（３０）のため統合リサイクル過程においてリサイクルされるように構成さ
れる、例１から１６のいずれか一項に記載のボール。
【００６７】
　１８．　第１のベース材料をさらに含み、第１のベース材料が、例１から１７のいずれ
か一項に記載の別のボールからリサイクルされた部品を含む、例１から１７のいずれか一
項に記載のボール。
【００６８】
　１９．　例１から１８のいずれか一項に記載のボールを製造するための方法。
【００６９】
　２０．　別のボールをリサイクルすることを含む、例１から１９のいずれか一項に記載
のボールを製造するための方法。
【００７０】
　２１．　例１から２０のいずれか一項に記載のボールをリサイクルするための方法。
【００７１】
　図面に示されたまたは上記で説明された構成要素の様々な配置、ならびに図示または説
明されていない構成要素およびステップが、考えられる。同様に、いくつかの特徴および
部分的組み合わせが有用であり、かつ、他の特徴および部分的組み合わせに関係なく用い
られ得る。本発明の実施形態は、実例として、制限する目的ではなく説明されたが、代替
的な実施形態が、この特許の読者には明らかになるであろう。したがって、本発明は、上
記で説明されたまたは図面に示された実施形態に限定されるものではなく、様々な実施形
態および修正形態が、以下の特許請求の範囲から逸脱することなく作成され得る。
【符号の説明】
【００７２】
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　１０　ブラダ
　２０　中間層
　４０　ＴＰＵ繊維
　５０　ＴＰＵ母材
　１００　ブラダ
　１２０　中間層
　１２５　緩衝層
　１３０　外側層
　２００　ブラダ
　２２０　緩衝層
　２３０　単一の層
　３００　複合ブラダ
　３３０　層
 

【図１】

【図２】

【図３】
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